
第
二
条
中
「
二
万
千
七
百
七
十
五
人
」
を
「
二
万
千
七
百
四
十
四
人
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
表
中
「
八
五
七
人
」
を
「
八
四
二
人
」
に
改
め
る
。

裁
判
所
職
員
定
員
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

こ
の
法
律
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。
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〆
。
、

法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

化
し
、
及
び
効
率
化
す
る
こ
と
に
伴
い
、
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
の
職
員
の
員
数
を
減
少
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の

近
年
の
事
件
動
向
及
び
判
事
補
の
充
員
状
況
を
踏
ま
え
、
判
事
補
の
員
数
を
減
少
す
る
と
と
も
に
、
裁
判
所
の
事
務
を
合
理

理
由

｛
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○
裁
判
所
職
員
定
員
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
五
十
三
号
）

裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

第
一
条
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
の
員
数
は
、
次
の
表

の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
条
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
の
職
員
（
執
行
官
、

非
常
勤
職
員
、
二
箇
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
雇
用ｌ

さ
れ
る
者
及
び
休
職
者
を
除
く
。
）
の
員
数
は
、
二

万
千
七
百
四
十
四
人
と
す
る
。
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改
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下
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、
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の
表
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お
り
と
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る
。

第
二
条
裁
判
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の
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所
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（
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、
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常
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、
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以
内
の
期
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を
定
め
て
雇
用ｌ

さ
れ
る
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及
び
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く
。
）
の
員
数
は
、
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七
十
五
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す
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。
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裁判所職員定員法の一部を改正する法律案

【説明資料】

法務省大臣官房司法法制部
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裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の概要

法務省

1 改正の必要性及び趣旨

近年の事件動向及び判事補の充員状況を踏まえ、判事補の員数を減少するととも

に、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以外の裁判所の

職員の員数を減少する必要がある。

2 法律案の内容

(l)判事補の員数を15人減少すること （第一条関係）

近年の事件動向及び判事補の充員状況を踏まえ、判事補の員数を15人減少し

ようとするもの。

（2）裁判官以外の裁判所の職員の員数を31人減少すること （第二条閨係））裁判官以外の裁判所の職員の員数を31人減少すること （第二条関係）

事件処理の支援のための体制強化及び国家公務員のワークライフバランス推進

を図るため、裁判所事務官を39人増員するとともに、他方において、裁判所の

事務を合理化し、及び効率化することに伴い、技能労務職員等を70人減員し、

以上の増減を通じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を31人減少しようとす

るもの。

施行期日
､

令和5年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

3

－1－



1 裁判官の定員の減員

2裁判官以外の裁判所の職員の定員の増減員

－2－

区分 理 由 減員数

判事補 事件動向及び充員状況を踏まえた定員の見直し 15

区分
増 員

理 由 員数

減 員

理 由 員数
増減計

裁半ll所

速記官

録音反訳方式の導入

による逐語録作成事務

の効率化

－5 －5

裁判所

事務官

(1)事件処理の支援のた

めの体制強化

(2)国家公務員のワーク

ライフバランス推進

39 事務処理の合理化 －47 －8

技能労

務職員 化

庁舎管理業務の合理
-18 -18

合計 39 －70 -31



平成23年以降、改正法案の施行日を「4月1日又はこの法律の公布の日の

いずれか遅い日」 としている理由について

1 裁判所職員の定員には、裁判所職員定員法において定められる定員（以下

「法律定員」 という。 ） と一般会計予算において定められる定員（以下「予算

定員」 という。 ） とがあるが、両者は、いずれも、裁判所の事務を遂行するた

めに必要な職員の員数という観点から定められるものであるから、基本的に一

致すべきものであり、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案（以下「改正

法案」 という。 ）の施行日については、会計年度の初日である4月1日とする

ことが望ましい。

2 また、平成22年度までは、判事補から判事となる者の判事任官日が毎年

4月初旬であったことから、改正法案の成立が4月以降にずれ込むと、判事

への任官の一部抑制や人事異動の凍結といった深刻な事態を招来し、裁判の

運営そのものに重大な支障を来すことを理由に、改正法案を日切れ扱いとし

て4月1日を施行日とする形での法改正を行ってきた。

しかし、平成1 1年度に実施された司法修習制度の変更（司法修習53期以

降は，修習期間が約2年から約1年6か月に短縮された｡）により、平成23

年度からは､判事補から判事となる者の判事任官時期が10月以降となったた

め（注)、改正法案の成立が4月以降にずれ込んだとしても、直ちに上記のよ

うな裁判の運営に重大な支障を生じることにはならないことから､平成23年

以降、改正法案を日切れ扱いにしないこととしたものである。

3 もつとも、法律定員と予算定員をなるべく一致させるべきであることは、

前記1のとおりであって、仮に改正法案の成立が4月以降にずれ込んだとして

も、可及的に近付けるべきであることに変わりはない。

4以上のことから、平成23年以降、改正法案については、その施行日を「4

－3－



の法律の公布の日のいずれか遅い日」 と定めている。

寺期

－4－

修習期 修習期間 判事補任官時期 判事任官時期

52期 約2年 平成12年4月 平成22年4月

53期 約1年6か月 平成12年10月 平成22年10月

54期 約1年6か月 平成13年10月 平成23年10月

55期 約1年6か月 平成14年10月 平成24年10月

56期 約1年6か月 平成15年10月 平成25年10月

57期 約1年6か月 平成16年10月 平成26年10月

58期 約1年6か月 平成17年10月 平成27年10月

59期 約1年6か月 平成18年10月 平成28年10月

現行60期 約1年4か月 平成19年9月 平成29年9月

新60期 約1年 平成20年1月 平成30年1月

現行61期 約1年4か月 平成20年9月 平成30年9月

新61期 約1年 平成21年1月 平成31年1月

現行62期 約1年4か月 平成21年9月 令和元年9月

新62期 約1年 平成22年1月 令和2年1月

現行63期 約1年4か月 平成22年9月 令和2年9月

新63期 約1年 平成23年1月 令和3年1月

現行64期 約1年4か月 平成23年9月 令和3年9月

新64期 約1年 平成24年1月 令和4年1月

現行65期 約1年4か月 平成25年1月 令和5年1月（予定）

新65期 約1年 平成25年1月 令和5年1月（予定）

66期 約1年 平成26年1月 令和6年1月（予定）



民事訴訟事件（地方裁判所）

平成
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25年
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27年
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28年
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29年
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30年

令和
元年

和
年

《
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年次

新受総数 212,596 175,765 158.660 151．637 152,529 155,740 154, 102 145,038 141，060 139， 104 137， 185
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刑事訴訟事件（地方裁判所）
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新受総数 80,608 76,588 71，771 72,776 75．566 71，900 68,830 69,028 67’554 66､939 65， 151

対前年比 95.0% 937％ 101.4％ 103.8％ 95. 1％ 957％ 100.3％ 97.9％ 99 1％ 97.3％

。

‐
80,000

＝

〒=r

丁丁
,0,00, 写

＝〒 ＝

=160．000

50,000

’40,000

30,000

10，000

し し し ‐ し 【〆0‐ 一
輔
癖

ン I〆 し し

平成

23年

平成

24年

平成

25年

平成

26年

平成

27年

平成

29年

平成

30年

令和

元年

和
年

今
や
の
皇

捌
奔

－6－



家事事件（家庭裁判所）
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24年
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26年
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27年
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28年
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29年
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年次

審判事件 636,758 672,681 734,227 730608 784,088 835,713 863,884 883≦000 907,798 926,829 967,413

対前年比 1056% 109.1％ 99.5％ 107.3% 106.6％ 103.4％ 102.2％ 102.8％ 102.1％ 104.4%

調停事件 137,390 141,.802 139593 137,207 140,822 140,640 139,274 135,784 136.359 130937 132556

対前年比 103.2％ 98.4％ 98.3％ 102.6％ 99.9％ 99.0% 97.5％ 100.4% 960％ 101.2％

総数 774, 148 814,483 873.820 867,815 924910 976,353 1,003, 158 1，018784 1,044, 157 1057766 1,099,969
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少年保護事件（家庭裁判所）
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裁判所職員定員法の一部を改正する法律案

用例集

本則関係

「第一条の表中「八五七人」を「八四二人」に改める。 」の例…．．…･…

･…･……． ．………･…………． ．………………………………………・ ・ 1ﾍﾟｰｰｰｼﾞ

「第二条中「二万千七百七十五人」を「二万千七百四十四人」に改める

。 」の例…･………･………………．．…………………………･………………・

･ ･ ･ 1ページ

附則関係

「この法律は、令和五年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅

い日から施行する。 」の例･………･………． ．……･…． ．…･……･…1ページ

理由関係

「近年の事件動向及び判事補の充員状況を踏まえ、判事補の員数を減少

するとともに、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、

裁判官以外の裁判所の職員の員数を減少する必要がある。 これが、 この

法律案を提出する理由である。 」の例

． ．…………………………．．……･…………………………･…………1ペ､－ジ

令和四年十二月

法務省大臣官房司法法制部



①
「
第
一
条
の
表
中
「
八
五
七
人
」
を
「
八
四
二
人
」

②
「
第
二
条
中
「
二
万
千
七
百
七
十
五
人
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を
「
二

○
裁
判
所
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員
定
員
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和
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年
法
律
第
三
十
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判
所
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員
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「
本
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」
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法
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年
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十
号
）
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七
十
五
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に
改
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に
改
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十
四
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。
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第
一
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八
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す
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す
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に
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す
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。
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案
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由
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裁判所職員定員法の一部を改正する法律案

【参照条文】

法務省大臣官房司法法制部
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今
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令和4年12月7日作成
同日現在、公布未施行なし

○
裁
判
所
職
員
定
員
法

（
昭
和
二
十
六
年
三
月
三
十
且

（
法
律
第
五
十
三
号
）

第
十
回
通
常
国
会

第
三
次
吉
田
内
閣

改
正
昭
和
二
六
年
一
二
月
六
日
法
律
第
二
九
八
号

同
二
七
年
五
月
二
九
日
同
第
一
五
五
号

同
二
九
年
六
月
一
七
日
同
第
一
八
七
号

同
三
○
年
七
月
九
日
同
第
五
六
号

同
三
三
年
五
月
一
日
同
第
二
五
号

同
三
四
年
三
月
二
四
日
同
第
三
二
号

同
三
四
年
七
月
九
日
同
第
一
六
八
号

同
三
五
年
三
月
三
一
日
同
第
二
六
号

同
二
五
年
一
二
月
二
六
日
同
第
一
六
四
号

同
三
六
年
三
月
三
一
日
同
第
一
九
号

同
三
七
年
三
月
二
二
日
同
第
一
五
号

同
三
八
年
三
月
二
五
日
同
第
二
五
号

同
三
九
年
三
月
三
一
日
同
第
三
九
号

同
四
○
年
三
月
三
一
日
同
第
二
七
号

同
四
○
年
三
月
三
一
日
同
第
二
八
号

同
四
一
年
三
月
三
一
日
同
第
二
三
号

同
四
一
年
七
月
一
日
同
第
二
一
号

同
四
二
年
五
月
三
一
日
同
第
二
六
号

（
裁
判
所
職
員
定
員
法
）
一
／
六

同
四
三
年

同
四
四
年

同
四
五
年

同
四
六
年

同
四
七
年

同
四
八
年

同
四
九
年

同
五
○
年

同
五
一
年

同
五
二
年

同
五
三
年

同
五
四
年

同
五
五
年

同
五
六
年

同
五
七
年

同
五
八
年

同
五
九
年

同
六
○
年

同
六
一
年

同
六
二
年

同
六
三
年

平
成
元
年

同
二
年

三
月
三
○
日
同

四
月
一
日
同

一
一
月
二
八
日
同

三
月
二
六
日
同

三
月
三
日
同

四
月
一
○
日
同

三
月
三
○
日
同

三
月
三
一
日
同

五
月
一
四
日
同

三
月
三
・
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
○
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
一
二
日
伺

三
月
三
一
日
同

三
月
三
一
日
同

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第‘第第第
閏
・
悶
悶
一
一
、
函
や
掴
・
如
哩
悼
叩
・
ロ

六
号
○
号

↑
ハ
ロ
万

七
号
九
号
九
号

一
四
号

一
九
号

一
九
号

一
三
号

一
二
号

一
七
号

二
○
号
六
号

一
ヱ
ハ
ロ
万

九
号
一
回
万

二
○
号

一
｛
ハ
ロ
万

一
｛
ハ
ロ
方

一
二
号

六
号

一
八
号



同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同同

三
年
四
年
五
年
六
年
七
年
八
年
九
年

一
○
年

二
年

三
一
年

一
三
年

一
四
年

一
五
年

一
六
年

一
七
年

一
八
年

一
九
年

一
九
年

二
○
年

二
一
年

二
二
年

二
三
年

二
四
年

三
月
三
○
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
一
七
日
同

三
月
三
一
日
同

二
月
三
一
日
同

二
月
二
七
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
日
同

三
月
三
○
日
同

三
月
三
一
日
同

四
月
九
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
一
日
同

五
月
三
○
日
同

四
月
二
日
同

三
月
三
一
日
同

三
月
三
一
日
同

四
月
二
二
日
同

九
月
五
日
同

第
一
九
号

第
一
九
号

第
一
三
号

第
二
六
号

第
二
九
号

第
二
○
号

第
一
五
号

第
一
○
号

第
一
七
号

第
二
七
号

第
三
号

第
一
○
号

第
二
四
号

第
七
号

第
一
三
号

第
三
号

第
一
七
号

第
六
○
号

第
二
号

第
二
号

第
二
号

第
一
八
号

第
七
五
号

（
裁
判
所
職
員
定
員
法
）
二
／
六

第
一
条
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
の
員
数
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

同
二
五
年
五
月
一
六
日
同
第
一
六
号

同
二
六
年
四
月
四
日
同
第
一
八
号

同
二
七
年
五
月
二
二
日
同
第
二
五
号

同
一
八
年
六
月
三
日
同
第
五
二
号

同
二
九
年
四
月
二
一
日
同
第
一
七
号

同
三
○
年
四
月
一
八
日
同
第
一
四
号

同
三
一
年
四
月
二
六
日
同
第
一
五
号

令
和
二
年
四
月
二
四
日
同
第
二
○
号

同
三
年
四
月
一
四
日
同
第
二
○
号

同
四
年
四
月
二
二
日
同
第
三
○
号

裁
判
所
職
員
定
員
法
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

裁
判
所
職
員
定
員
法

裁
判
所
職
員
の
定
員
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
四
号
）

の
全
部
を
改
正
す
る
。

簡
易
裁
判
所
判
事

高
等
裁
判
所
長
官

判
事
補

判
事

区
分

（
昭
二
九
法
一
八
七
・
昭
三
三
法
二
五
・
昭
三
四
法
三
二
・
昭
一

五
法
二
六
・
昭
三
六
法
一
九
・
昭
三
七
法
一
五
・
昭
三
八
法
二
五
一

員
数

一
一
、

八
○
六
人

八
五
七
人

画
Ｃ
侭
坤
二
、
掴
や
函
・
“
重
砲
函
。
⑮

一
五
五
人
八
人



第
二
条
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
の
職
員
（
執
行
官
、
非
常
勤
職
員
、
二
箇
月

以
内
の
期
間
を
定
め
て
雇
用
さ
れ
る
者
及
び
休
職
者
を
除
く
。
）
の
員
数
は
、

二
万
千
七
百
七
十
五
人
と
す
る
。

（
昭
二
六
法
二
九
八
・
全
改
、
昭
二
七
法
一
五
五
・
昭
二
九
法
一
八

七
・
昭
三
○
法
五
六
・
昭
三
三
法
二
五
・
昭
三
四
法
一
六
八
・
昭

三
五
法
二
六
・
昭
三
五
法
一
六
四
・
昭
三
六
法
一
九
・
昭
三
七
法
一

五
・
昭
三
八
法
二
五
・
昭
三
九
法
三
九
・
昭
四
一
法
二
三
・
昭
四
一

法
一
・
昭
四
一
法
二
六
・
昭
四
三
法
六
・
昭
四
四
法
一
○
・
昭

昭
三
九
法
三
九
・
昭
四
○
法
二
八
・
昭
四
一
法
二
三
・
昭
四
二
法
二

六
・
昭
四
三
法
六
・
昭
四
四
法
一
○
・
昭
四
五
法
六
・
昭
四
六
法
七

昭
四
七
法
九
・
昭
四
八
法
九
・
昭
四
九
法
一
四
・
昭
五
○
法
一
九
・

昭
五
・
法
一
九
・
昭
五
二
法
一
三
・
昭
五
三
法
一
二
・
昭
五
四
法
一

七
・
昭
五
五
法
二
○
・
昭
五
六
法
六
・
昭
五
七
法
二
六
・
昭
五
八
法

一
九
・
昭
五
九
法
二
・
昭
六
○
法
二
○
．
昭
六
一
法
一
六
・
昭
六

二
法
一
六
・
昭
六
三
法
一
二
・
平
元
法
一
六
・
平
二
法
一
八
・
平
三

法
・
九
・
平
四
法
九
・
平
五
法
三
・
平
六
法
二
六
・
平
七
法
二

九
・
平
八
法
二
○
・
平
九
法
二
五
・
平
一
○
法
一
○
・
平
二
法
二

七
・
平
一
二
法
二
七
・
平
一
三
法
三
・
平
一
四
法
一
○
・
平
一
五
法

二
四
・
平
一
六
法
七
・
平
一
七
法
一
三
・
平
一
八
法
一
三
・
平
・
九

法
一
七
・
平
二
○
法
一
・
平
二
一
法
二
・
平
二
二
法
二
・
平

二
三
法
一
八
・
平
二
四
法
七
五
・
平
二
五
法
一
六
・
平
二
六
法
一
八
・

平
二
七
法
二
五
・
平
二
八
法
五
一
一
・
平
二
九
法
一
七
・
平
三
○
法
一

四
・
平
三
一
法
一
五
・
令
二
法
二
○
・
令
四
法
三
○
・
一
部
改
正
）

（
裁
判
所
職
員
定
員
法
）
二
／
六 四

五
法
六
・
昭
四
六
法
七
・
昭
四
七
法
九
・
昭
四
八
法
九
・
昭
四
九

法
一
四
・
昭
五
○
法
一
九
・
昭
五
一
法
一
九
・
昭
五
二
法
一
三
・
昭

五
三
法
一
二
・
昭
五
四
法
一
七
・
昭
五
五
法
二
○
・
昭
五
六
法
六
・

昭
五
七
法
二
六
・
昭
六
○
法
二
○
・
昭
六
一
法
一
六
・
昭
六
二
法
一

六
・
昭
六
三
法
一
二
・
平
元
法
一
六
・
平
二
法
・
八
・
平
三
法
一
九
・

平
四
法
一
九
・
平
五
法
一
三
・
平
六
法
二
六
・
平
七
法
二
九
・
平
八

法
二
○
・
平
九
法
二
五
・
平
一
○
法
一
○
・
平
二
法
二
七
・
平
一

二
法
二
七
・
平
一
三
法
三
・
平
一
四
法
一
○
・
平
一
五
法
二
四
・
平

一
六
法
七
・
平
一
七
法
二
・
平
一
八
法
一
三
・
平
一
九
法
六
○
・

平
二
一
法
二
・
平
二
四
法
七
五
・
平
二
五
法
一
六
・
平
二
六
法
一

八
・
平
二
七
法
二
五
・
平
二
八
法
五
二
・
平
二
九
法
一
七
・
平
三
○

法
一
四
・
平
三
一
法
一
五
・
令
二
法
二
○
・
令
三
法
二
○
・
令
四
法

三
○
・
一
部
改
正
）

附
則

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
昭
和
二
六
年
二
月
六
日
法
律
第
二
九
八
号
）
抄

１
こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
昭
和
四
一
年
七
月
一
日
法
律
第
一
二
号
）
抄

（
施
行
期
且

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
こ
え
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
四
一
年
政
令
第
三
八
○
号
で
昭
和
四
一
年
一
二
月
三
日
か

ら
施
行
）

９
面
星
一
二
魑
皆
＆
悼
忠



附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

（
昭
和
四
七
年
三
月
二
一
日
法
律
第
九
号
）

昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
五
○
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
九
号
）

昭
和
五
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
五
三
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
二
号
）

昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
五
四
年
三
月
一
三
日
法
律
第
一
七
号
）

昭
和
五
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
五
五
年
三
月
三
一
日
法
律
第
二
○
号
）

昭
和
五
十
五
年
四
月
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
五
六
年
三
月
三
一
日
法
律
第
六
号
）

昭
和
五
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
五
七
年
三
月
三
一
日
法
律
第
二
六
号
）

昭
和
五
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
五
八
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
九
号
）

昭
和
五
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
五
九
年
三
月
三
一
日
法
律
第
二
号
）

昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
六
○
年
三
月
三
○
日
法
律
第
二
○
号
）

昭
和
六
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
六
一
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
六
号
）

昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
六
一
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
六
号
）

（
裁
判
所
職
員
定
員
法
）
四
／
六

こ
の
法
律
は
へ

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

附
則

こ
の
法
律
は
、

昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昭
和
六
三
年
三
月
三
一
・
日
法
律
第
一
二
号
）

昭
和
六
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
元
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
六
号
）

平
成
元
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
二
年
三
月
三
一
・
日
法
律
第
一
八
号
）

平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
三
年
三
月
三
○
日
法
律
第
一
九
号
）

平
成
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
四
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
九
号
）

平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
五
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
三
号
）

平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
六
年
三
月
三
一
日
法
律
第
二
六
号
）

平
成
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
七
年
三
月
一
七
日
法
律
第
二
九
号
）

平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
八
年
三
月
三
一
日
法
律
第
二
○
号
）

平
成
八
年
四
月
一
口
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
九
年
三
月
三
一
日
法
律
第
二
五
号
）

平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
一
○
年
三
月
二
七
日
法
律
第
一
○
号
）

平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

曽
圃
唾
一
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思
琶
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附
則
（
平
成
二
年
三
月
一
二
日
法
律
第
二
七
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
一
二
年
三
月
三
一
日
法
律
第
二
Ｌ
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
一
三
年
三
月
三
○
日
法
律
第
三
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
一
四
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
○
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
一
五
年
四
月
九
日
法
律
第
二
四
号
）

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
・
則
（
平
成
六
年
三
月
三
日
法
律
第
七
号
）
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
、
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
三
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
三
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
一
九
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一
七
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
九
年
五
月
三
○
日
法
律
第
六
○
号
）
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
裁
判
所
職
員
定
員
法
）
五
／
六

一
略

二
第
三
条
（
検
察
審
査
会
法
第
七
条
第
四
号
及
び
第
十
六
条
第
一
項
の
改

正
規
定
、
同
法
第
十
七
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
十
八
条

の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
法
第
二
十
条
第
一
項
及
び
第

二
十
一
条
の
改
正
規
定
に
限
る
。
）
及
び
附
則
第
五
条
の
規
定
刑
事
訴

訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
六
十
二
号
）
附

則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

（
施
行
の
日
Ⅱ
平
成
一
二
年
四
月
一
日
）

附
則
（
平
成
二
○
年
四
月
二
日
法
律
第
一
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
法
律
第
二
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
法
律
第
二
号
）
抄

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
二
三
年
四
月
二
二
日
法
律
第
一
八
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い

ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
二
四
年
九
月
五
日
法
律
第
七
五
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い

ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
二
五
年
五
月
一
六
日
法
律
第
一
六
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い

障
烏
里
一
菫
躍
ｇ
赴
騨
９



ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
二
六
年
四
月
四
日
法
律
第
一
八
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い

ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
二
七
年
五
月
二
二
日
法
律
第
二
五
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い

ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
二
八
年
六
月
三
日
法
律
第
五
二
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い

ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
二
九
年
四
月
一
二
日
法
律
第
一
七
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い

ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
三
○
年
四
月
一
八
日
法
律
第
一
四
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い
ず

れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
平
成
三
一
年
四
月
二
六
日
法
律
第
一
五
号
）

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い

ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
令
和
二
年
四
月
二
四
日
法
律
第
二
○
号
）

こ
の
法
律
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ

か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
令
和
三
年
四
月
一
四
日
法
律
第
二
○
号
）

（
裁
判
所
職
員
定
員
法
）
六
／
六

－

こ
の
法
律
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ

か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
（
令
和
四
年
四
月
一
百
法
律
第
三
○
号
）

こ
の
法
律
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
又
は
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ

か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

曽
悼
瞳
一
二
思
呂
邑
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９
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1 裁半U所職員定員法の一部を改正する法律案の概要－
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近年の事件動向及び判事補の充員状況を踏まえ、判事補の員数を減少する
とともに、裁判所の事務を合理化し、及び効率化することに伴い、裁判官以
外の裁判所の職員の員数を減少する必要がある。

’

判事補の員数を15人減少する。

･857人→842人（第1条関係）

裁判官以外の裁判所の職員の員数をS1人減少する。

･21， 775人→21， 744人（第2条閏係）

※事件処理の支援のための体制強化及び国家公務員のワークライフバランス推進を図る

ため、裁判所事務官を39人*'増員するとともに、他方において、裁判所の事務を合理

｜ 化し、及び効率化することに伴い、技能労務職員等を70人*2減員し、以上の増減を通

｜ じて、裁判官以外の裁判所の職員の員数を31人減少しようとするもの。

＊1事務官39人（34人十速記官からの振雪5人） ＊2定員合理化65人十事務官への振替5人

令和5年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

裁判官の定員数の推移
ﾛ判事口判事補

計

口判事補

ﾛ判事

2，889

1,000

1,889

2,921

1,000

1,921

2,953

11000

1,953

2’985

1,000

1,985

3,012

977

2,035

3,037

952

2,085

3,052

927

2,125

3,052

897

2,155

3,052

897

2,155

3,012

857

2,155

2,997

842

2,155

2,889

’

平成25年

2,921

一
一

平成26年

一

2,953

一
一

平成27年

2,985

平成28年

3,012

平成29年

3,037

平成30年

一

3,052

一
一
一

令和元年

3,052

、

■

令和2年

3.052

令和3年

3,012

令和4年

2,997

令和5年

(予定）



I

二
裁
判
官
以
外
の
裁
判
所
の
職
員
の
員
数
を
三
十
一
人
減
少
す
る
こ
と
。
‐
（
第
二
条
関
係
）

一
判
事
補
の
員
数
を
十
五
人
減
少
す
る
こ
と
。
（
第
一
条
関
係
）

裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

、
１
Ｊ

、
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